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１ 受付開始日  令和５年４月 13日（木） 

 

２ 受付対象者 （１）５歳以上 65歳未満の市民の方で、「基礎疾患等を有する方」 

           ※「基礎疾患等を有する方」の詳細は別紙のとおり 

（２）65歳未満の「医療従事者等」及び「高齢者施設等の従事者」 

 

３ 申請受付方法 （１）かんたん電子申請による申請…必要事項を入力 

ア 基礎疾患等を有する方の申請受付 

https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=202300105 

イ 医療従事者等を対象とした申請受付 

https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=202300110 

 

（２）電話による申請…必要事項をオペレーターが聞き取り 

電話 0120-567-362（平日の午前 8時 30分から午後 5時 15分まで受付） 

 

（３）郵便による申請…規定の申請書に必要事項を記入して郵送 

送付先 〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23番７号 

            「新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム」宛て 

             ※申請書様式は市ウェブサイトに掲載します。 

                        https://www.city.koriyama.lg.jp/site/coronawakuchin/70006.html 

 

４ 留 意 事 項 （１）申請をした方には、前回の接種時期に応じて、接種券を発送します。 

（２）４回目接種までに基礎疾患等の申請を既に行った方や次に該当する方は申請不

要です。前回の接種時期に応じて、接種券を順次発送します。 

 

 

 

 

         （３）65 歳以上の方は申請不要です。前回の接種時期に応じて接種券を順次発送し

ます。 

（４）対象者のうち、オミクロン株対応ワクチンを未接種の方は手元にある接種券

付予診票を使用して接種してください。（新規の接種券は発送しません） 

新型コロナウイルスワクチン接種 令和 5 年春開始接種 

「基礎疾患等を有する方」や「医療従事者等」の接種

券の発行申請受付を開始します 

 

 

2 0 2 3 年 ４ 月 1 1 日 

郡山市新型コロナウイルス

ワクチン接種プロジェクトチーム 

室長 堀田 操 

TEL：924－2222 

 

 

ターゲット 3．3 

SDGｓ ターゲット 3.3 「伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する」 

・精神障害者保健福祉手帳を所持している方 

・自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する方 

・療育手帳を所持している方 

 

https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/36/243/


 

（別紙）「基礎疾患等を有する方」 

〇18 歳以上の場合 

1. 以下の病気や状態で、通院または入院している方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方 

3. 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方 

 

〇１８歳未満の場合 

１．以下の病気や状態で、通院または入院している方 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方 

 

 

 

・慢性の呼吸器の病気 

・慢性の心臓病（高血圧を含む。） 

・慢性の腎臓病 

・慢性の肝臓病（肝硬変等） 

・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 

・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） 

・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。） 

・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 

・染色体異常 

・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態） 

・睡眠時無呼吸症候群 

・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又

は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所

持している場合） 

 

 

 

・慢性呼吸器疾患 

・慢性心疾患 

・慢性腎疾患 

・神経疾患・神経筋疾患 

・血液疾患 

・糖尿病・代謝性疾患 

・悪性腫瘍 

・関節リウマチ・膠原病 

・内分泌疾患 

・消化器疾患・肝疾患等 

・先天性免疫不全症候群、HIV 感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態 

・その他の小児領域の疾患（高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食障害） 


